
今後のスケジュールについて 
 
【今後の予定】 

・H28.12 月上旬 パブリックコメントの実施 
・H28.12 月下旬 第 6 回改定会議 
    ・新ガイドライン案の確定 
   ・策定後の課題、活用方法について 
・H29.1～4 頃まで  第 8 回推進会議に新ガイドラインを報告 → 策定 
 
【課題】 

・H29 年度以降の課題 
 ガイドライン策定後は、県職員、県内市町村職員への周知が課題 
 ※改定会議、アンケート等でも周知が重要との意見が多くあった 
 
 ガイドライン「はじめに」の記述で、市町村との協力体制についても記述 
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